
部会の設置について（案） 

 

 

 

（根拠法令）国土交通省設置法（平成１１年法律第１００号） 

      社会資本整備審議会令（平成１２年政令第２９９号） 
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国土交通省設置法 

第６条、第１３条 

 社会資本整備審議会令 

第６条 

 社会資本整備審議会令 

第７条 

 

 

２．設置する部会 

   当面、次の部会を設置する。 

 

   ○幹線道路部会 

     高規格幹線道路等の計画の具体化に関する事項について調査審議する。 
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